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平
成
十
九
年
度
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
六
十
周
年
を
迎
え
ま

す
。
今
一
度
、
初
心
に
か
え
っ
て
、
地
方
自
治
を
担
う
と
い
う
強
い
自

覚
と
使
命
感
を
持
っ
て
、
町
政
の
発
展
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
る

所
存
で
す
。
こ
の
た
め
、
町
づ
く
り
の
根
幹
で
あ
る
総
合
計
画
に
お
け

る
重
点
施
策
と
し
て
、
七
項
目
に
わ
た
る
行
財
政
改
革
へ
の
取
り
組
み

を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
第
一
に
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
周
防

大
島
町
が
ど
の
よ
う
な
施
策
を
重
視
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
目
標
を
ど

の
よ
う
に
定
め
る
の
か
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
第
二
に
財

政
健
全
化
計
画
の
策
定
で
す
。
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
、
新
た
な
行

政
課
題
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
で
き
る
財
政
基
盤
を
確
立
す
る
た
め

の
計
画
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

第
三
に
定
員
適
正
化
計
画
の
策
定
で
す
。
組
織
、
機
構
の
見
直
し
を
進
め
な
が
ら
職
員
数
の
計
画

的
な
削
減
を
行
い
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現
を
図
り
ま
す
。
第
四
は
、
職
員
の
意
識
改
革
と

人
事
評
価
制
度
の
確
立
、
第
五
は
住
民
の
目
線
に
立
っ
た
協
働
体
制
の
確
立
で
す
。

　

第
六
は
公
共
施
設
適
正
配
置
指
針
の
策
定
で
す
。
既
設
の
公
共
施
設
の
有
効
活
用
、
統
合
、
廃
止
、

転
用
な
ど
町
域
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
な
が
ら
検
討
を
進
め
ま
す
。
ま
た
そ
の
管
理
に
つ
い
て

も
、指
定
管
理
者
制
度
を
積
極
的
に
活
用
し
て
、サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
効
率
化
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

第
七
は
行
政
機
能
の
充
実
で
す
。
合
併
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
効
率
的
で
ス
リ
ム
な
組
織
と
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
が
図
れ
る
組
織
、
機
構
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。
行
政
改
革
実
施
計
画
並
び
に
集
中

改
革
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
一
層
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
強
力
に
行
政
改
革
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

非
常
に
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
平
成
十
九
年
度
は
新
町
建
設
計
画
や
旧
町
か

ら
の
引
継
ぎ
事
業
で
あ
る
東
和
庁
舎
及
び
星
野
哲
郎
記
念
館
、
大
島
斎
場
、
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分

場
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
が
ほ
ぼ
完
成
し
、
供
用
開
始
の
運
び
と
な
り
ま
す
。　
　
　

　

ま
た
、
主
要
な
新
規
並
び
に
継
続
事
業
と
し
て
は
、
防
災
行
政
無
線
の
整
備
、
大
島
病
院
の
新
築

移
転
、
白
木
半
島
線
の
一
般
混
乗
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
導
入
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
整
備
、
学
校
統

合
な
ど
、
防
災
安
全
対
策
や
医
療
保
健
対
策
、
住
民
生
活
に
密
着
し
た
事
業
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

　

私
の
永
年
の
政
治
理
念
「
町
民
こ
そ
町
づ
く
り
の
主
人
公
」
で
あ
る
と
の
思
い
に
立
ち
、
こ
の
町

に
暮
ら
す
喜
び
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
、
町
の
将
来
像
で
あ
る
「
元
気
・
に
こ
に
こ
・
安
心
で
、

二
十
一
世
紀
に
は
ば
た
く
先
進
の
島
」
の
実
現
に
向
け
、
真
に
持
続
可
能
な
行
財
政
基
盤
の
確
立
を

目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

平成 19年度　施政方針
平成 19 年３月町議会定例会における町長の施政方針を、
要約してお知らせします。


